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第
59
回

中
小
企
業
全
国
大
会

　トピックス

　

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
は
都
道

府
県
中
央
会
と
共
催
で
、
10
月
25
日
、

東
京
都
墨
田
区
の
国
技
館
に
お
い
て
第

59
回
中
小
企
業
団
体
全
国
大
会
を
開
催

し
た
。

　

全
国
大
会
は
、
毎
年
1
回
、
全
国
の

中
小
企
業
団
体
の
代
表
者
が
一
堂
に
会

し
、
そ
の
決
意
を
内
外
に
表
明
す
る
と

と
も
に
、
国
等
に
対
し
て
中
小
企
業
振

興
施
策
の
確
立
を
訴
え
、
組
合
組
織
を

基
盤
に
し
て
中
小
企
業
の
安
定
的
な
振

興
発
展
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
当
日

の
参
加
者
は
約
２
千
５
百
名
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
組
織
、
金
融
、
税
制
、
労
働
及

び
商
業
の
各
分
野
別
に
専
門
委
員
会
を

設
置
し
、
そ
の
時
々
の
中
小
企
業
者
の

要
望
等
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
実
現
方

に
努
め
る
と
と
も
に
、 

中
小
企
業
者
の

意
見
が
施
策
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め

て
い
る
。

以
下
決
議
文
。

第
59
回
中
小
企
業
団
体
全
国
大
会
決
議

「
中
小
企
業
の
発
展
な
く
し
て
我
が
国
全

体
の
成
長
な
し
」

　

我
が
国
企
業
の
９
９・７
％
を
占
め
る

中
小
企
業
は
、
雇
用
の
７
割
を
支
え
、

製
造
業
出
荷
額
の
５
割
超
、
卸
売
業
販

売
額
の
６
割
超
、
小
売
業
販
売
額
の
７

割
超
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
お
り
、
ま

さ
に
我
が
国
経
済
社
会
の
活
力
の
源
、

国
の
礎
で
あ
る
。
大
企
業
を
中
心
に
景

気
回
復
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
中
小

企
業
に
お
い
て
は
、
未
だ
景
気
回
復
を

実
感
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
に
置
か

れ
て
い
る
も
の
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め

て
お
り
、
格
差
の
拡
大
の
懸
念
を
強
く

実
感
し
て
い
る
中
小
企
業
が
多
数
に

上
っ
て
い
る
。
景
気
回
復
の
効
果
を
中

小
企
業
に
広
く
及
ぼ
し
、
中
小
企
業
が

自
立
的
・
持
続
的
な
成
長
を
目
指
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
政
府
は
積
極
的
な

経
済
対
策
及
び
総
合
的
な
中
小
企
業
支

援
対
策
を
大
胆
、
か
つ
、
積
極
的
に
展

開
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
中
小
企

業
の
発
展
な
く
し
て
我
が
国
全
体
の
成

長
は
な
い
。
政
府
は
、
全
国
４
３
０
万

中
小
企
業
が
、
企
業
家
精
神
を
大
い
に

発
揮
し
、
生
き
生
き
と
経
営
に
励
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
中
小
企
業
政
策
が

国
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
を
再
認

識
し
、
本
大
会
が
決
議
し
た
下
記
事
項

を
早
急
に
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

記

Ⅰ
．
生
産
性
向
上
を
目
指
し
て
頑
張
る

中
小
企
業
に
対
す
る
支
援

１
． 

中
小
企
業
対
策
・
中
小
企
業
連
携

組
織
対
策
の
拡
充
強
化
、
組
合
制

度
の
さ
ら
な
る
改
善

２
． 

中
小
企
業
の
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ

Ｃ
Ｔ
）
活
用
支
援
策
の
拡
充

３
． 
中
小
企
業
の
活
力
を
活
か
す
労
働
・

教
育
政
策
の
展
開

Ⅱ
．
公
正
な
競
争
環
境
の
整
備

１
． 

不
当
廉
売
等
へ
の
厳
正
な
対
処
と

実
効
性
の
確
保

２
．
下
請
取
引
の
適
正
化
の
推
進

３
． 

中
小
企
業
並
び
に
官
公
需
適
格
組

合
へ
の
官
公
需
発
注
の
増
大
実
現

Ⅲ
．
持
続
的
発
展
を
図
る
た
め
の
政
策

の
展
開

１
． 

事
業
承
継
税
制
の
確
立
な
ど
中
小

企
業
の
経
営
基
盤
強
化
の
た
め
の

税
制
の
拡
充

２
．
中
小
企
業
金
融
対
策
の
拡
充

３
． 

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
中
小
小
売

商
業
支
援
の
強
化

４
． 

中
小
物
流
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

対
策
の
充
実

５
． 

持
続
的
発
展
を
可
能
と
す
る
経
済

社
会
の
実
現
の
た
め
の
対
策
（
環

境
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
支
援
、
災

害
復
旧
・
復
興
対
策
、
中
小
企
業

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
対
策

　

な
お
、
大
会
表
彰
者
で
、
本
県
関
係

者
は
次
の
と
お
り
。

【
優
良
組
合
】
協
同
組
合
船
橋
ト
ラ
ッ
ク

セ
ン
タ
ー
（
根
岸
俊
夫
理
事
長
）

【
組
合
功
労
者
】

池
田
隆
夫
（
全
千
葉
警
備
業
協
同
組
合

理
事
長
）

【
中
央
会
優
秀
専
従
者
】
斉
藤
昇
（
指
導

相
談
室
）、
斉
藤
清
（
連
携
支
援
部
）

中小企業の活力を活かす労働対策の推進等について説明する千葉県中央会坂戸会長
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仕事の効率化などが図れる。
②共同購買事業
　組合員が必要な資材等を組合がまとめて購入し、
組合員に供給する事業で、これによって、仕入先と
の交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金
決済条件などの取引条件の改善、購入品の規格・品
質の均一化などが図れる。
③共同販売事業
　組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する
事業で、これによって、販売価格や決済条件が有利
になるほか、大口需要先の開拓など販路の拡張が図
れる。
④共同受注事業
　組合が注文を受け、組合員に仕事をさせ、組合が
納品する事業で、これによって、大口発注先の開拓
など販路の拡張や取引条件の改善などが図れる。な
お、組合員に注文を斡旋する方法もある。
⑤共同検査事業
　組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・
性能、仕事の完成状況などを検査する事業で、これ
によって、品質の維持・改善、規格の統一、仕事内
容の評価を高めることができる。 
⑥市場開拓・販売促進事業
　市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品などの
販路の拡張を図るために共同で市場調査や展示会を
開催する事業。また、販売促進事業には、広告・宣伝、
共同売出し、クレジットなどの事業があり、これら
の事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品
揃えができないなどの理由で実施することが難しい
場合でも共同で行うことによって可能になる。
⑦研究開発事業
　組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機
関等に研究を委託するなどにより組合員の事業に関
する様々なテーマについて研究開発を行う事業で、
これによって、新製品・新技術・意匠・生産工程・
販売方法の改善・開発などが図れる。
⑧情報提供事業
　組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界
情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する
事業。また、組合の共同事業に役立つ情報の収集や
組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供
することも大切な情報提供事業の1つ。最近では、コ
ンピュータなど情報機器を積極的に活用して情報提
供を活発に行っている組合も多くみられる。
⑨人材養成事業
　組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理
者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行う
ことによって人材を養成する事業。人材養成は、企

業経営の根幹をなすものであるが、特に最近では、
情報力、技術力、マーケティングカ等のソフトな経
営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が
高まっている。
⑩金融事業
　組合員の事業資金の調達を目的とする事業です。
組合が金融機関から資金を借り入れ、これを組合員
に貸し出す方法と組合員が金融機関から直接借り入
れる際に組合が保証する方法がある。組合と組合員
のための金融機関として商工中金がある。
⑪債務保証事業
　組合員が顧客や仕入先等と取引をする際に、組合
がその取引の債務を保証する事業で、これによって、
組合員の取引の円滑化と拡大を図ることができる。
⑫共同労務管理事業
　組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上
などを図るため、組合員が行う労務管理の一部を組
合が代って行う事業で、これによって、労働時間短縮、
福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境等の改
善が図れる。また、従業員の知識・技能等の向上を
図るための教育・訓練などもさかんに行われている。 
⑬福利厚生事業
　組合員の私生活面の利益を増進するための事業
で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レク
リエーション活動などがある。この事業は、組合員
の融和、組合への参加意識、帰属意識、協調性の高
揚等に効果がある。
⑯経営環境の変化に対応する新たな事業
　これまで述べた事業は、事業協同組合が行ってい
る、主な共同事業とその概要を紹介したものであり、
組合の共同事業は、これまでも時代の変化に対応し
て新しいものが生れている。
例えば、地球温暖化、廃棄物、フロン等のエネルギー・
環境問題への対応事業、都市の過密化に対応する集
団化事業、OA機器を利用した管理システムの開発、
デザイン・商品の研究開発、情報化社会への対応、
地域産業おこし等の共同事業である。特に、最近は、
それぞれ異なる業種の企業同志が結び付き、互いの
技術や経営、マーケティングのノウハウ等を提供し
合って新技術・新製品を研究したり、新しい事業分
野を開拓する知識融合化及び、製造物責任に対応す
るため製品の安全対策、情報ネットワークの構築等
の事業が注目されております。また、国際化の進展
に伴い、外国人研修生の共同受入れ等の事業も実施
されている。今までに述べた以外にも多くの事業が
あるが、事業の成果を高めるには、組合員が個々で
行うよりも組合でまとまって行う方が一層効果的と
考えられる事業を行うことが成功のポイントである。
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　１. 組合の必要性と効果
　中小企業は、一般的に規模が小さい、資金調達力
や情報収集力が弱い、技術力が低い等のため、事業
経営の上で不利な立場に立たされている場合が少な
くない。また、中小企業は、最近の情報化の進展、
国際化、消責者ニーズの多様化・高度化、規制緩和、
労働時間短縮などにより大きな影響を受けており、
これらに対応して事業活動の再検討や事業の方向を
転換していく必要に迫られるなど、一段と厳しい環
境に直面している。
　中小企業が、このような厳しい環境に対応して、
新たな発展をしていくためには、個々の企業の自助
努力が大切だが、個々の能力には自ずと限界がある。
そのため、同じような立場にある中小企業者同士で
組合をつくり、互いに協力・助け合い事業経営を充
実・強化していくことが最も効果的といえる。そこで、
同業の中小企業者などが相集まって組合を作り、生
産性の向上を図り、価値実現力を高め、対外交渉力
を強化し、経済的地位の向上などを図るため、各種
の組合制度が設けられている。
組合をつくる効果は
① 取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、

情報・技術・人材・マーケティング等の経営ノウ
ハウの充実、生産性の向上等により経営の近代化・
合理化を図ることができる。

② 業界のルールの確立、株序が維持でき、メンバー
企業の経営の安定と業界全体の改善発展を図るこ
とができる。

③ 中小企業者の個々の意見や要望事項を組合でまと
めることにより国の施策に反映させることができ、
多くの中小企業施策を利用することができる。な
どがある。
　２．組合等の種類と主な事業
　中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立さ
れており、いくつかの種類があるが、その主なもの
は次のとおりである。
　中小企業の経営の合理化と取引条件の改善等を図
るため最も利用され普及している「事業協同組合」、

参加する中小企業の事業を統合する「企業組合」及
び「協業組合」、業界全体の改善向上を図る「商工
組合」、商店街の商業者等の「商店街振興組合」、飲
食業、旅館業、クリーニング業、理・美容業などの
環境衛生業種の「生活衛生同業組合」のほか、企業
同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持っ
た人材の共同事業を振興するための新たな組織であ
る「有限責任事業組合（ＬＬＰ）」などがある。
　これらの組合は、設立目的に応じて自由に選ぶこ
とができるし、また、加入資格があれば既存の組合
に加入することもできる。（６～７ページ各種組合制
度の比較参照）以下、組合の中でも最も数の多い事
業協同組合について記述する。
事業協同組合
　中小企業者が互いに協力し、助け合う精神（相互
扶助の精神）に基づいて共同で事業を行い、経営の
近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るため
の組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するた
めの事業ならばほとんどすべての分野で実施できる。
組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じ
ニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、
中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広
く普及しており、最も代表的な組合である。
　従来は同業種の中小企業で設立するケースがほと
んどだったが、最近では、異なる業種の事業者が連
携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が
蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合っ
て新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等
を目指すものが増えており、その成果も多方面で見
られる。
　事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類
があるが、比較的多くの組合が行っているものは次
のような事業である。
①共同生産・加工事業
　個々の組合員企業では所有できない高額・新鋭設
備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生
産・加工し、組合員に供給する事業で、これによって、
原価の引き下げ、規格の続一、品質の向上、設備や

組合設立のお勧め
―　連携組織のメリット　―

　最近の千葉県内における組合設立件数は、平成16年度が23件、17年度20件、18年度23件、そして
今年度は10月末現在で9件である。全国的に見ても毎年約800の組合設立に対し1000組合が解散して
いる状況である。現在全国にはＮＰＯ、ＬＬＰの創設や昨年5月施行された会社法の影響を受け組合の
設立数も減少傾向にある。しかし、中小企業にとって連携組織による事業展開は未だ大いなる可能性を
秘めており、業況の良くない不透明な時代こそそのメリットを生かしていきたいところである。 
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組合の種類

組合の内容
事業協同組合

（事業協同小組合） 火災共済協同組合 信用協同組合 企業組合 商工組合 協業組合 商店街振興組合 生活衛生同業組合 有限責任事業組合
（ＬＬＰ） 株式会社

目的
組合員の経営の近代
化・合理化・経済活動
の機会の確保

火災等により組合員の財
産に生ずることのある損
害の補てん

資金の貸付、預金の受
入れ

組合員の働く場の確保、
経営の合理化

組合員の事業の改善発
達

組合員の事業を統合、規
模を適正化し、生産性向
上、共同利益の増進

商店街地域の環境整備 組合員の事業の生活衛
生の水準向上、資格事
業の改善

利益追求/企業の連携や
専門的な能力を持った人
材による共同事業の振興

利益追求

性格 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的・物的結合体 人的結合体 人的結合体 人的・物的結合体 物的結合体

事業
組合員の事業を
支援する共同事業

組合員の火災等による損
害補てんのための共済

組合員に対する資金の
貸付、預金・定期積金
の受入れ、その他

商業、工業、鉱業、運
送業、サービス業等の事
業経営

指導教育、調査研究、
共同経済事業（出資組
合のみ）

組合員の事業の統合、関
連事業、付帯事業

商店街の環境整備、共同
経済事業

生活衛生の適正化事業、
指導、検査事業、その他

企業同士のジョイント、ベ
ンチャーや専門的な能力を
持つ人材による共同事業

定款に掲げる事業

設立要件
４人以上の事業者が参
加すること

1,000人以上が加入する
こと。出資額200万円以
上であること

300人以上が加入すること、
出資金1,000万円以上（東京
都ほか金融庁長官の指定す
る人口50万以上の市は
2,000万円以上）であること

４人以上の個人が参加
すること

１都道府県以上の区域を
地区として地区内で資格
事業を行う者の２分の１
以上が加入すること

４人以上の事業者が参加
すること

１都道府県以内の区域を
地区として小売商業又は
サービス業を営む事業者
の30人以上が近接してそ
の事業を営むこと

都道府県毎に一個の組
合。資格事業者の３分の
２以上が加入すること

２人以上の個人または法
人が参加すること。組合
契約書を作成し、これを
登記すること

資本金１円以上

組合員資格
地区内の小規模事業者
（概ね中小企業者）

地区内の小規模事業者
（概ね中小企業者）

地区内の小規模事業者
（概ね中小企業者）又は
地区内に居住所を有す
る者、勤労者

個人及び法人など 地区内において資格事
業を営む中小企業者及
び定款に定めたときは3
分の1未満の中小企業者
以外の者

中小企業者（組合員の推
定相続人を含む）及び定
款で定めたときは４分の１
以内の中小企業者以外の
者

地区内で小売商業又は
サービス業を営む者及び
定款で定めたときはこれ
以外の者

地区内において資格事業
を営む者

特に限定なし（ただし、法
人が組合員となる場合は、
自然人の職務執行者を定
めること）組合員には業
務執行への参加義務あり

無制限

責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任

発起人数 ４人以上 ４人以上 ４人以上 ４人以上（個人に限る） ４人以上 ４人以上 ７人以上 20人以上 ２人以上 １人以上

加入 自由 自由 自由 自由 自由 総会の承諾が必要 自由 自由 組合員全員の一致で決定 株式の譲受・増資割当に
よる

任意脱退 自由 自由 自由 自由 自由 持分譲渡による 自由 自由 やむを得ない理由がある
場合のみ可能

株式の譲渡による

組合員比率 ない ない ない 全従業員の３分の１以上
が組合員

ない ない ない ない ない ない

従事比率 ない ない ない 全組合員の２分の１以上
が組合事業に従事

ない ない ない ない ない ない

1組合員の
出資限度

100分の25
（合併・脱退の場合
100分の35）

100分の25
（合併・脱退の場合
100分の35）

100分の10 100分の25
（脱退の場合
100分の35）

100分の25
（合併・脱退の場合
100分の35）

100分の50未満（中小企業
者でないもの全員の出資
総額は100分の50未満）

100分の25 100分の25 ない ない

議決権
平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（ただし定款で定め

たときは出資比例の議決
権も可）

平等（1人1票） 平等（1人1票） 組合員全員の一致で決定 出資別（1株1票）

員外利用
限度

原則として組合員の利用
分量の100分の20まで
（特例あり）

組合員等（親族等を含む）
の利用分量の100分の20
まで

預金の受入れは、預金
量の100分の20まで

共同経済事業のみ適用、原
則として組合員の利用分量
の100分の20まで（特例あり）

組合員の利用分量の100
分の20まで

組合員の利用分量の100
分の20まで

配当
利用分量配当及び１割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

従事分量配当及び２割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

定款に定めた場合を除き
出資配当

利用分量配当及び１割ま
での出資配当

利用分量配当及び１割ま
での出資配当

出資配当

根拠法 中小企業等協同組合法
（制定：昭和24年）

中小企業団体の組織に
関する法律
（制定：昭和33年）

中小企業団体の組織に関
する法律
（制定：昭和33年）

商店街振興組合法
（制定：昭和37年）

生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関す
る法律（制定：昭和32年）

有限責任事業組合契約
に関する法律
（制定：平成17年）

会社法（制定：平成18年）
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組合の種類

組合の内容
事業協同組合

（事業協同小組合） 火災共済協同組合 信用協同組合 企業組合 商工組合 協業組合 商店街振興組合 生活衛生同業組合 有限責任事業組合
（ＬＬＰ） 株式会社

目的
組合員の経営の近代
化・合理化・経済活動
の機会の確保

火災等により組合員の財
産に生ずることのある損
害の補てん

資金の貸付、預金の受
入れ

組合員の働く場の確保、
経営の合理化

組合員の事業の改善発
達

組合員の事業を統合、規
模を適正化し、生産性向
上、共同利益の増進

商店街地域の環境整備 組合員の事業の生活衛
生の水準向上、資格事
業の改善

利益追求/企業の連携や
専門的な能力を持った人
材による共同事業の振興

利益追求

性格 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的結合体 人的・物的結合体 人的結合体 人的結合体 人的・物的結合体 物的結合体

事業
組合員の事業を
支援する共同事業

組合員の火災等による損
害補てんのための共済

組合員に対する資金の
貸付、預金・定期積金
の受入れ、その他

商業、工業、鉱業、運
送業、サービス業等の事
業経営

指導教育、調査研究、
共同経済事業（出資組
合のみ）

組合員の事業の統合、関
連事業、付帯事業

商店街の環境整備、共同
経済事業

生活衛生の適正化事業、
指導、検査事業、その他

企業同士のジョイント、ベ
ンチャーや専門的な能力を
持つ人材による共同事業

定款に掲げる事業

設立要件
４人以上の事業者が参
加すること

1,000人以上が加入する
こと。出資額200万円以
上であること

300人以上が加入すること、
出資金1,000万円以上（東京
都ほか金融庁長官の指定す
る人口50万以上の市は
2,000万円以上）であること

４人以上の個人が参加
すること

１都道府県以上の区域を
地区として地区内で資格
事業を行う者の２分の１
以上が加入すること

４人以上の事業者が参加
すること

１都道府県以内の区域を
地区として小売商業又は
サービス業を営む事業者
の30人以上が近接してそ
の事業を営むこと

都道府県毎に一個の組
合。資格事業者の３分の
２以上が加入すること

２人以上の個人または法
人が参加すること。組合
契約書を作成し、これを
登記すること

資本金１円以上

組合員資格
地区内の小規模事業者
（概ね中小企業者）

地区内の小規模事業者
（概ね中小企業者）

地区内の小規模事業者
（概ね中小企業者）又は
地区内に居住所を有す
る者、勤労者

個人及び法人など 地区内において資格事
業を営む中小企業者及
び定款に定めたときは3
分の1未満の中小企業者
以外の者

中小企業者（組合員の推
定相続人を含む）及び定
款で定めたときは４分の１
以内の中小企業者以外の
者

地区内で小売商業又は
サービス業を営む者及び
定款で定めたときはこれ
以外の者

地区内において資格事業
を営む者

特に限定なし（ただし、法
人が組合員となる場合は、
自然人の職務執行者を定
めること）組合員には業
務執行への参加義務あり

無制限

責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任

発起人数 ４人以上 ４人以上 ４人以上 ４人以上（個人に限る） ４人以上 ４人以上 ７人以上 20人以上 ２人以上 １人以上

加入 自由 自由 自由 自由 自由 総会の承諾が必要 自由 自由 組合員全員の一致で決定 株式の譲受・増資割当に
よる

任意脱退 自由 自由 自由 自由 自由 持分譲渡による 自由 自由 やむを得ない理由がある
場合のみ可能

株式の譲渡による

組合員比率 ない ない ない 全従業員の３分の１以上
が組合員

ない ない ない ない ない ない

従事比率 ない ない ない 全組合員の２分の１以上
が組合事業に従事

ない ない ない ない ない ない

1組合員の
出資限度

100分の25
（合併・脱退の場合
100分の35）

100分の25
（合併・脱退の場合
100分の35）

100分の10 100分の25
（脱退の場合
100分の35）

100分の25
（合併・脱退の場合
100分の35）

100分の50未満（中小企業
者でないもの全員の出資
総額は100分の50未満）

100分の25 100分の25 ない ない

議決権
平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（1人1票） 平等（ただし定款で定め

たときは出資比例の議決
権も可）

平等（1人1票） 平等（1人1票） 組合員全員の一致で決定 出資別（1株1票）

員外利用
限度

原則として組合員の利用
分量の100分の20まで
（特例あり）

組合員等（親族等を含む）
の利用分量の100分の20
まで

預金の受入れは、預金
量の100分の20まで

共同経済事業のみ適用、原
則として組合員の利用分量
の100分の20まで（特例あり）

組合員の利用分量の100
分の20まで

組合員の利用分量の100
分の20まで

配当
利用分量配当及び１割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

従事分量配当及び２割
までの出資配当

利用分量配当及び１割
までの出資配当

定款に定めた場合を除き
出資配当

利用分量配当及び１割ま
での出資配当

利用分量配当及び１割ま
での出資配当

出資配当

根拠法 中小企業等協同組合法
（制定：昭和24年）

中小企業団体の組織に
関する法律
（制定：昭和33年）

中小企業団体の組織に関
する法律
（制定：昭和33年）

商店街振興組合法
（制定：昭和37年）

生活衛生関係営業の運営
の適正化及び振興に関す
る法律（制定：昭和32年）

有限責任事業組合契約
に関する法律
（制定：平成17年）

会社法（制定：平成18年）

各種組合制度の比較　（平成19年10月現在）
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　組合Ｑ＆Ａ■　　　　　

組
合
Ｑ
＆
Ａ

　

農
業
者
の
組
合
員
資
格

　

及
び
事
業
所
の
定
義
に
つ
い
て

Ｑ
１
＝
管
内
の
郡
を
一
円
と
し
た
農
業

者
で
、
乳
牛
飼
育
及
び
養
鶏
を
行
う
者

が
、
飼
料
の
共
同
購
入
、
生
産
品
の
共

同
販
売
等
を
主
な
共
同
事
業
と
し
て
、

組
合
を
設
立
す
る
旨
の
認
可
申
請
が

あ
っ
た
が
、
定
款
第
８
条
に
次
の
疑
義

が
あ
る
の
で
回
示
願
い
た
い
。「
本
組
合

の
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
左

の
各
号
の
要
件
を
備
え
る
小
規
模
の
事

業
者
と
す
る
。
①
畜
産
を
行
う
事
業
者

で
あ
る
こ
と
。
②
組
合
の
地
区
内
に
事

業
場
を
有
す
る
こ
と
。」

⑴
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
加
入
申
込

者
１
０
０
名
は
全
員
農
家
で
そ
れ
ぞ
れ

乳
牛
１
、２
頭
を
所
有
し
、
牛
乳
の
販
売

を
し
て
い
る
も
の
、
又
は
養
鶏
を
行
い

卵
を
販
売
し
て
い
る
も
の
等
で
あ
る
が
、

加
入
資
格
定
款
記
載
は
畜
産
を
行
う
事

業
者
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
て
差

し
支
え
な
い
か
。

⑵
②
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
に
な
ろ
う

と
す
る
者
全
員
が
組
合
を
通
じ
て
牛
乳

及
び
鶏
卵
の
共
同
販
売
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
事
業
場
と
は
こ
れ

ら
養
畜
者
（
組
合
員
に
な
ろ
う
と
す
る

者
）
の
畜
舎
等
を
事
業
場
と
認
め
て
差

し
支
え
な
い
か
。

［
Ａ
］
⑴
農
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
が

畜
産
又
は
養
鶏
の
事
業
を
行
う
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
畜
産
又
は
養
鶏
の
事
業

者
と
し
て
事
業
協
同
組
合
を
組
織
す
る

こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
畜
産

に
は
養
鶏
を
含
ま
な
い
と
解
さ
れ
る
の

で
設
例
の「
畜
産
を
行
う
事
業
者
」は「
畜

産
又
は
養
鶏
を
行
う
事
業
者
」
と
す
る

の
が
適
当
で
あ
る
。

⑵
畜
舎
等
を
事
業
場
と
解
し
て
も
差
し

支
え
な
い
。

Ｑ
２
＝
本
会
は
、
チ
ケ
ッ
ト
発
行
事
業

を
行
う
協
同
組
合
を
会
員
と
す
る
協
同

組
合
連
合
会
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
単

位
組
合
の
チ
ケ
ッ
ト
会
員
の
交
流
、
伝

票
・
帳
簿
の
統
一
、
代
金
回
収
の
あ
っ
せ

ん
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
共
通
ク
レ

ジ
ッ
ト
発
行
事
業
を
計
画
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
連
合
会
の
事
業
と
し
て
実
施
可

能
か
。
ま
た
、
割
賦
販
売
法
上
の
割
賦

購
入
あ
っ
せ
ん
に
該
当
す
る
も
の
か
ど

う
か
。

［
Ａ
］
事
業
協
同
組
合
の
行
う
い
わ
ゆ
る

チ
ケ
ッ
ト
発
行
事
業
は
、
組
合
員
で
あ
る

小
売
業
者
の
販
売
業
務
を
、
組
合
が
、
顧

客
の
信
用
調
査
、
割
賦
販
売
を
証
す
る
証

票
の
発
行
、
代
金
の
回
収
等
の
割
賦
販
売

あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
に
よ
り
補
完
す
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、当
該
事
業
は
、

中
協
法
第
９
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
「
生
産
、
販
売
、
購
買
、
保
管
、

運
送
、
検
査
そ
の
他
組
合
員
の
事
業
に
関

す
る
共
同
施
設
」
の
事
業
に
該
当
す
る
。

ま
た
、
事
業
協
同
組
合
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
る
協
同
組
合
連
合
会
は
、
会
員
で
あ
る

事
業
協
同
組
合
の
共
通
事
業
等
に
つ
い
て

補
完
、
援
助
等
の
共
同
事
業
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
会
員
組
合
の
事
業
活
動
を
よ
り

効
果
あ
る
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
目

的
が
あ
る
。
貴
会
が
推
進
中
の
全
国
共
通

ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
は
、
全
国
共
通
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
発
行
、
伝
票
、
帳
簿
の

統
一
、
代
金
回
収
の
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
会
員
組
合
の
チ
ケ
ッ
ト
発

行
事
業
の
統
一
、
拡
大
、
運
営
の
充
実
等

を
可
能
と
し
、
ひ
い
て
は
組
合
員
で
あ
る

小
売
業
者
の
経
営
の
向
上
に
寄
与
し
、
上

記
の
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
つ
い
て

規
定
す
る
中
協
法
第
９
条
の
９
第
１
項
第

４
号
の
事
業
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え

る
。
な
お
、
本
共
通
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
は
、

会
員
組
合
に
と
っ
て
、
当
該
組
合
の
組
合

員
以
外
の
組
合
員
（
他
の
会
員
組
合
の
組

合
員
）
が
当
該
組
合
と
契
約
し
た
顧
客
と

取
引
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
会
員
組
合
の

組
合
員
に
当
該
組
合
の
事
業
を
利
用
さ
せ

る
か
た
ち
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
中
協
法

第
９
条
の
２
第
３
項
に
お
い
て
制
限
し
て

い
る
員
外
利
用
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
が
想
定
さ
れ
る
。し
か
し
、

本
共
通
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
は
、
連
合
会
と

各
会
員
組
合
と
の
取
り
決
め
に
基
づ
き
、

連
合
会
を
媒
体
と
し
て
各
会
員
組
合
が
そ

れ
ぞ
れ
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
契
約

を
結
ん
だ
顧
客
を
互
い
に
そ
の
組
合
員
に

あ
っ
せ
ん
し
合
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を

と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
会
員
組
合
が

連
合
会
の
行
う
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を

持
つ
全
国
共
通
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
に
参
加

し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
会
員
組
合

の
事
業
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
会

員
組
合
と
契
約
し
た
顧
客
に
対
し
別
の
会

員
組
合
の
組
合
員
が
本
共
通
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
組

合
員
に
と
っ
て
他
の
会
員
組
合
の
事
業
を

利
用
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
そ
の
組
合
員

の
所
属
す
る
組
合
の
事
業
を
利
用
し
た
こ

と
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
こ
の

面
か
ら
本
制
度
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
員
外

利
用
に
該
当
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
貴
会
が
推
進
中
の
全
国
共

通
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
は
、
中
協
法
に
照
ら

し
貴
会
並
び
に
貴
会
会
員
組
合
の
事
業
と

し
て
差
し
支
え
な
い
。
次
に
、
協
同
組
合

の
行
う
チ
ケ
ッ
ト
発
行
事
業
は
、
割
賦
販

売
法
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
、
同
法
第
２

　

共
通
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の

　

発
行
に
つ
い
て
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　組合Ｑ＆Ａ
条
第
３
項
の
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
本
制
度
に
な
っ

て
も
単
に
代
金
回
収
に
つ
い
て
連
合
会
又

は
他
の
会
員
組
合
に
委
託
す
る
場
合
の
あ

る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
依
然
と
し
て
割
賦

購
入
あ
っ
せ
ん
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
。
割
賦
販
売
法
上
の
扱
い
は
従
来
に

変
更
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
３
＝
債
権
者
で
あ
る
「
組
合
員
Ａ
」

の
申
請
に
よ
り
、
裁
判
所
よ
り
、
組
合

に
対
し
て
、
債
務
者
た
る
「
組
合
員
Ｂ
」

の
組
合
出
資
金
に
つ
い
て
「
債
権
差
押

並
び
に
転
付
命
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。

こ
の
事
態
に
際
し
次
の
点
を
ご
教
示
願

い
た
い
。

⑴
組
合
員
の
持
分
と
組
合
員
資
格
は
ど

う
な
る
か
。

⑵
差
し
押
え
た
持
分
又
は
出
資
証
券
が

競
売
さ
れ
る
事
態
に
当
該
組
合
員
が
脱

退
若
し
く
は
譲
渡
を
認
め
な
い
場
合
。

⑶
前
項
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
が
譲

渡
を
認
め
た
場
合
、
組
合
が
そ
れ
を
承

認
し
な
い
と
き
。

［
Ａ
］ 

⑴
債
権
者
Ｂ
の
組
合
員
資
格
は
喪

失
す
る
も
の
で
な
く
、
た
だ
組
合
よ
り
の

配
当
金
取
得
が
で
き
な
く
な
る
だ
け
で
あ

り
、
組
合
員
Ｂ
の
持
分
が
変
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
組
合
員
Ｂ
が
脱

退
し
、
持
分
払
戻
し
の
で
き
る
事
態
に
な

ら
な
い
限
り
転
付
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

⑵
組
合
員
が
脱
退
又
は
譲
渡
を
認
め
な
い

限
り
、
債
権
者
た
る
組
合
員
Ａ
は
Ｂ
の
出

資
あ
る
い
は
持
分
を
取
得
又
は
承
継
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ご
質
問
の
競
売
に
つ

い
て
は
、
組
合
の
出
資
証
券
は
有
価
証
券

で
な
く
、
単
に
出
資
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
面
で
あ
る
か
ら
、
当
然
競
売
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。

⑶
中
協
法
第
17
条
に
よ
っ
て
、
持
分
の
譲

渡
は
組
合
が
承
認
し
な
い
限
り
で
き
な
い

の
で
、
た
と
え
組
合
員
が
譲
渡
を
承
認
し

た
と
し
て
も
譲
渡
は
行
い
得
な
い
こ
と
に

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
４
＝
組
合
員
Ａ
は
、
○
年
12
月
２
日

組
合
員
資
格
喪
失
に
よ
り
法
定
脱
退
し

た
が
、
そ
の
未
払
持
分
を
譲
り
受
け
る

こ
と
に
よ
り
Ｂ
の
加
入
を
、
翌
年
の
３

月
15
日
の
理
事
会
で
承
諾
し
た
。
こ
の

よ
う
な
資
格
喪
失
者
の
未
払
持
分
で
譲

受
加
入
が
で
き
る
か
。

［
Ａ
］ 

脱
退
し
た
組
合
員
の
持
分
は
、
脱

退
と
同
時
に
持
分
の
持
つ
身
分
権
的
な

も
の
が
喪
失
し
て
お
り
、
持
分
払
戻
請

求
権
と
い
う
債
権
が
残
っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
に
法
定
脱
退

し
た
者
の
組
合
員
と
し
て
の
権
利
義
務

を
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
譲
受
加
入
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
当
該
譲
受
人

の
加
入
は
新
規
加
入
の
手
続
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｑ
５
＝
⑴
自
由
脱
退
予
告
者
は
、
持
分
が

計
算
さ
れ
る
期
末
ま
で
の
期
間
は
組
合
員

で
あ
り
、
持
分
権
が
あ
る
と
解
釈
し
て
よ

ろ
し
い
か
。

⑵
⑴
の
組
合
員
は
、
そ
の
持
分
を
確
定
す

る
決
算
総
会
（
通
常
総
会
、
通
常
５
月
に

開
催
さ
れ
る
）
に
出
席
し
て
、
組
合
員
権

を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
釈
し

て
よ
ろ
し
い
か
。

⑶
脱
退
予
告
者
が
総
代
で
あ
る
場
合
、
期

末
ま
で
の
期
間
に
総
代
の
任
期
満
了
に
よ

る
改
選
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
組
合
員

は
総
代
の
選
挙
権
並
び
に
被
選
挙
権
が
あ

る
か
否
か
。

［
Ａ
］
⑴
組
合
員
は
、
中
協
法
第
18
条
の

規
定
に
よ
り
、
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
の
場
合
、
予
告
を
必
要
と
し
、

か
つ
、
脱
退
の
効
果
は
事
業
年
度
末
で

な
け
れ
ば
発
生
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

組
合
員
は
予
告
後
も
年
度
末
に
至
る
ま

で
の
間
は
依
然
と
し
て
組
合
員
た
る
地

位
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の

間
は
、
組
合
員
と
し
て
の
一
切
の
権
利
を

有
し
、
か
つ
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

⑵
脱
退
の
効
果
は
、
事
業
年
度
末
に
お

い
て
発
生
し
、
そ
れ
以
後
は
、
組
合
員

た
る
地
位
を
失
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

組
合
員
と
し
て
事
業
年
度
終
了
後
の
総

会
に
出
席
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑶
脱
退
届
を
提
出
し
て
い
る
組
合
員
が

総
代
で
あ
っ
て
も
、
事
業
年
度
末
に
至

る
ま
で
は
組
合
員
た
る
地
位
を
失
う
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
総
代
の
選
挙
権
及

び
被
選
挙
権
を
有
す
る
。

Ｑ
６
＝
中
協
法
第
７
条
第
１
項
第
１
号
に

規
定
す
る
中
小
企
業
者
の
規
模
を
超
え
、

数
カ
所
に
支
店
を
も
つ
石
油
販
売
業
者

が
、
各
支
店
所
在
地
に
存
在
す
る
組
合
に

加
入
す
る
場
合
、
公
正
取
引
委
員
会
へ
の

届
出
は
、店
所
在
地
の
組
合
の
み
で
よ

い
か
。

［
Ａ
］
中
協
法
第
７
条
第
３
項
の
届
出
義

務
は
、
組
合
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
組
合
員
が
他
の
組
合
に
重

複
加
入
し
て
い
る
場
合
で
も
そ
れ
ぞ
れ

加
入
し
て
い
る
組
合
に
届
出
義
務
が

あ
る
。

　

組
合
出
資
の
差
押
え
に

　

つ
い
て

　

法
定
脱
退
し
た
組
合
員
の

　

持
分
譲
受
加
入
の
是
非

　

脱
退
予
告
者
の
権
利
に

　

つ
い
て

　

公
正
取
引
委
員
会
へ
の

　

届
け
出
に
つ
い
て
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Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
の
す
す
め

　

最
近
、
新
潟
中
越
地
震
、
能
登
半
島

沖
地
震
、
中
越
沖
地
震
と
続
け
て
大
型

地
震
が
わ
が
国
を
襲
っ
て
い
る
。
新
潟

中
越
地
震
は
２
０
０
４
年
10
月
23
日
17

時
56
分
に
発
生
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

６
・
８
、
小
千
谷
、
長
岡
市
な
ど
が
大

き
な
被
害
を
受
け
た
。
能
登
半
島
沖
地

震
は
２
０
０
７
年
３
月
25
日
、
９
時
41

分
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
９
、
そ
し

て
今
年
の
７
月
16
日
10
時
に
発
生
し
た

中
越
沖
地
震
は
柏
崎
市
な
ど
を
直
撃

し
、
原
子
力
発
電
所
に
大
き
な
被
害
を

及
ぼ
し
た
。
ま
た
、
東
海
、
南
海
、
東

南
海
地
方
で
は
過
去
約
80
～
１
５
０
年

周
期
で
繰
り
返
し
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８

ク
ラ
ス
の
地
震
が
発
生
し
て
お
り
、
地

震
発
生
の
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
れ
て

い
る
。
更
に
東
京
を
中
心
と
し
た
関
東

地
方
で
も
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
ク
ラ

ス
の
「
首
都
直
下
地
震
」
が
発
生
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
切
迫

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

大
型
地
震
に
お
い
て
は
、
個
人
ば
か

り
で
な
く
企
業
も
大
き
な
被
害
を
受

け
る
。

　

企
業
の
被
災
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

新
潟
中
越
地
震
に
お
け
る
三
洋
半
導
体

製
造
新
潟
工
場
（
旧
新
潟
三
洋
電
子
）

で
あ
る
。

　

会
社
は
震
源
地
に
近
い
新
潟
県
小
千

谷
市
に
あ
り
、
建
物
や
生
産
設
備
の
一

部
損
壊
等
に
よ
り
地
震
発
生
以
降
、
操

業
を
中
断
し
た
。

　

従
業
員
１
５
０
０
人
の
殆
ど
が
被
災

し
、
余
震
が
落
ち
着
い
た
11
月
上
旬
か

ら
復
旧
作
業
を
進
め
、
操
業
再
開
に

２
ヵ
月
を
要
し
た
。

　

同
社
の
発
表
に
よ
る
と
、
設
備
被
害

４
０
０
億
円
、
販
売
減
な
ど
の
損
失
を

入
れ
る
と
７
０
０
億
円
に
達
す
る
損
害

で
あ
っ
た
。

　

中
小
企
業
の
被
災
は
も
っ
と
深
刻
で

あ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
神
戸

の
代
表
的
地
場
産
業
で
あ
る
ケ
ミ
カ
ル

シ
ュ
ー
ズ
業
界
が
壊
滅
状
態
に
な
っ

た
。

　

日
本
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ
工
業
組
合

（
神
戸
市
長
田
区
）
の
統
計
で
は
平
成

６
年
の
売
上
は
６
８
４
億
円
、
震
災
の

あ
っ
た
平
成
７
年
は
２
８
５
億
円
と
約

60
％
減
少
。
し
か
し
平
成
18
年
に
は
約

５
０
０
億
円
に
復
興
し
て
い
る
、
一
方

で
組
合
員
は
平
成
６
年
２
２
６
社
か
ら

平
成
18
年
は
１
２
５
社
と
約
半
減
し
、

地
震
を
契
機
と
し
て
業
界
の
構
造
が
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。　
　

　　

地
震
の
よ
う
な
自
然
災
害
を
始
め
と

す
る
各
種
の
災
害
リ
ス
ク
に
対
し
て
、

事
業
継
続
を
目
的
と
し
た
経
営
計
画
が

Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ン
テ
ュ
ニ

テ
ィ
・
プ
ラ
ン
（
事
業
継
続
計
画
））

で
あ
る
。
平
成
18
年
２
月
に
中
小
企
業

庁
が
発
表
し
た
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
運
用
指
針

に
よ
る
と
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
は
「
企
業
が
自

然
災
害
、
大
火
災
、
テ
ロ
攻
撃
な
ど
の

緊
急
事
態
に
遭
遇
し
た
場
合
、
事
業
資

　視　　点■　　　　

地
震
国
日
本

Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
は

企
業
の
被
災
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　視　　点
産
の
損
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
つ
つ
、

中
核
と
な
る
事
業
の
継
続
あ
る
い
は
早

期
復
旧
を
可
能
と
す
る
た
め
、
平
常
時

に
行
う
べ
き
活
動
や
緊
急
時
に
お
け
る

事
業
継
続
の
た
め
の
方
法
、
手
段
な
ど

を
取
り
決
め
て
お
く
計
画
の
こ
と
」
を

い
う
。

　

災
害
は
企
業
に
と
っ
て
経
営
上
の
大

き
な
リ
ス
ク
で
あ
り
、
こ
の
リ
ス
ク
を

そ
の
ま
ま
被
っ
た
場
合
、
顧
客
の
信
用

を
失
い
、
従
業
員
を
解
雇
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
り
、
最
悪
の
場
合
、
廃
業
に
追

い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
リ

ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
経

営
の
課
題
で
あ
り
、
責
任
で
あ
る
と
言

え
る
。　

　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

右
図
の
よ
う
に
企
業
に
と
っ
て
重
要
な

事
業
を
廃
業
や
事
業
縮
小
す
る
こ
と
な

く
、早
期
に
復
旧
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
防
災
対
策
か
、
と
言
う
質

問
を
よ
く
聞
く
。
防
災
対
策
の
目
的
は

人
命
の
安
全
や
資
産
の
保
全
に
あ
り
、

内
容
と
し
て
耐
震
、
耐
火
、
転
倒
防
止

な
ど
の
事
前
準
備
と
被
災
後
の
復
旧
対

策
が
主
た
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
中
核
事
業
の
継
続
計
画

が
中
心
と
な
り
、
防
災
対
策
を
含
ん
だ

概
念
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

平
成
18
年
晩
秋
に
、
某
工
業
団
地
の

皆
さ
ん
と
、
中
越
長
岡
市
の
新
潟
醤
油

協
業
組
合
を
訪
問
し
、
被
災
後
の
事
業

継
続
な
ど
の
話
を
伺
っ
た
。

　

協
業
組
合
は
昭
和
47
年
に
新
潟
県
長

岡
市
十
日
町
に
醤
油
生
産
を
協
業
す
る

18
社
が
出
資
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
平

成
16
年
10
月
23
日
、
震
度
６
弱
の
地
震

が
組
合
の
工
場
を
襲
っ
た
。
倉
庫
内
の

製
品
が
多
数
棚
か
ら
落
下
し
、
醤
油
の

入
っ
た
一
升
瓶
の
ガ
ラ
ス
が
倉
庫
内
に

飛
散
し
た
。
又
、
ボ
イ
ラ
ー
室
の
熱
交

換
器
が
傾
き
、
ボ
イ
ラ
ー
に
醤
油
が
入

り
使
用
不
能
と
な
っ
た
。
製
品
タ
ン
ク

の
中
に
は
天
井
が
落
下
し
た
も
の
も

あ
っ
た
。
又
、
塩
ビ
配
管
の
切
断
に
よ

る
被
害
も
大
き
か
っ
た
。

　

地
震
が
あ
っ
た
の
は
土
曜
日
で
、
当

日
は
宿
直
１
人
の
み
が
出
社
し
て
い

た
。翌
日
に
は
５
人
の
社
員
が
出
社
し
、

安
否
確
認
を
行
っ
た
が
、
電
話
が
通
じ

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
苦
労
し
た
。

特
に
激
震
地
区
の
１
人
の
確
認
が
遅
れ

た
。
社
員
は
30
人
で
被
災
し
た
者
も
多

く
、
全
員
が
揃
っ
た
の
は
地
震
か
ら
２

週
間
後
で
あ
っ
た
。

　

物
は
破
損
し
た
も
の
の
、
設
備
の
大

き
な
破
壊
は
無
か
っ
た
の
で
２
週
間
後

に
は
応
急
措
置
で
生
産
再
開
で
き
た
。

そ
の
後
２
ヶ
月
で
安
全
に
使
え
る
状
況

ま
で
復
旧
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
震
災
を
機
に
、
小
千
谷

市
で
味
噌
・
醤
油
の
製
造
販
売
す
る
山

崎
醸
造
の
醤
油
生
産
が
組
合
に
移
管
さ

れ
た
。
山
崎
醸
造
は
県
下
有
数
の
醸
造

業
者
で
あ
る
。
地
震
の
直
撃
を
受
け
、

味
噌
・
醤
油
工
場
は
倒
壊
し
、
生
産
継

続
を
続
け
る
べ
き
か
ど
う
か
の
分
か
れ

道
に
い
た
。
経
営
者
は
社
員
74
人
の
う

ち
、
34
人
を
リ
ス
ト
ラ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
苦
渋
の
決
断
を
迫
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
山
崎
醸
造
の
醤
油
事
業

継
続
の
た
め
に
、
生
産
を
組
合
で
引
き

受
け
る
こ
と
に
な
り
、
余
剰
人
員
の
一

部
も
組
合
で
引
き
受
け
た
。
現
在
で
は

醤
油
生
産
の
60
％
は
山
崎
醸
造
向
け
と

な
っ
て
い
る
。

　

客
先
へ
の
出
荷
は
出
荷
量
の
大
き
さ

な
ど
に
応
じ
て
優
先
順
位
を
つ
け
て
出

荷
し
た
。
地
元
以
外
の
客
先
で
他
か
ら

も
納
入
可
能
な
と
こ
ろ
は
出
荷
を
断

わ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

一
般
的
に
中
小
企
業
は
災
害
リ
ス
ク

に
対
し
て
無
防
備
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
無
い
企
業
も

多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

中
小
企
業
の
場
合
、
生
産
拠
点
も
在

庫
倉
庫
も
１
ヶ
所
で
災
害
時
に
在
庫
や

生
産
設
備
の
代
替
が
な
い
こ
と
が
多
い

た
め
、
事
業
継
続
計
画
が
作
成
し
に
く

い
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
企
業

同
士
が
助
け
合
い
、
経
営
資
源
を
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

業
継
続
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

経
営
者
の
肩
に
は
お
客
の
期
待
や
従

業
員
の
生
活
が
掛
か
っ
て
お
り
、
こ
の

た
め
に
も
災
害
に
無
防
備
に
立
ち
向
か

う
こ
と
だ
け
は
避
け
た
い
。

　

ぜ
ひ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
検
討
す
る
こ
と
を
お

勧
め
す
る
。

（
中
小
企
業
診
断
士　

安
藤　

孝
）

新
潟
醤
油
協
業
組
合

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
勧
め



Chiba Federation of small Businessssociations 12

ご　案　内■

もっと国民みんなの裁判へ。
裁判員制度が始まります。

国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、
裁判官と一緒に有罪・無罪や刑の内容を決める、裁判員制度がいよいよ平成21年にスタートします。
日本の司法制度を、国民のみなさんにとって、より身近で、速くて、頼りがいのあるものにするための
改革の一環です。
裁判員には、専門的な法律の知識や、裁判の手続に関する知識は、必要ありません。
これらに関しては、裁判官から分かりやすく説明されることになっていますし、
裁判員と裁判官が十分に話し合いながら評議を進めるので、必要ないのです。
裁判員に必要なのは、あなたがいつもの暮らしで育んでいる「常識」や「ものの見方」なのです。
裁判員に選ばれたなら、普段どおりの気持ちで、参加してください。そこから、この新しい制度は始まります。

事件発生

なぜ導入されるのですか？
国民のみなさんが裁判に参加することによって、法律の専門家で
はない人の感覚が、裁判の内容に反映されることになります。
その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理
解と信頼が深まることが期待されています。さらに、国民のみな
さんが、自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より
良い社会への第一歩となることも期待されています。国民が
裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、
イタリアなど世界の国々で広く行われています。

裁判員が参加するのは、どのような裁判ですか？
地方裁判所で行われる第一審の刑事裁判のうち、国民の関心が
高い重大な罪の裁判です。裁判員が参加する裁判にあたる罪か
どうかは、法律で決められています。

裁判員はどのようにして選ばれるのですか？
資格はいらないのですか？
選挙人名簿をもとに、くじなどで選ばれます。事件の関係者や
一定の前科がある人などを除けば、20歳以上の国民は誰でも
なることができます。

裁判員になることを辞退することはできますか？
広く国民のみなさんに参加してもらう制度ですので、原則として
辞退できないことになっています。ただし、●70歳以上の方●学生
●一定のやむを得ない理由（※）がある方などは辞退できます。
※やむを得ない理由とは、例えば　●重い病気・けが●同居の親族の介護・
養育●事業に著しい損害が生じるおそれがあること●父母の葬式等

裁判員となるために仕事を休むことはできますか？
また、仕事を休んだことで
会社から解雇されるようなことはありませんか？
裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められてい
ますし、裁判員として仕事を休んだことを理由として、会社が解
雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

Q&A  教えて！裁判員制度!!
［捜査］

●逮捕・証拠収集●
警察官や検

けんさつかん
察官などが犯人と思われる人（被

ひ ぎ し ゃ
疑者）を捕まえたり、証拠の収集をします。

●取調べ●
警察官や検察官などが被疑者や参考人を取り調べます。

●起
き そ

訴・不
ふ き そ

起訴の決定●
検察官が捜査の結果に基づき、被疑者を起訴するかどうかを決めます。

［起訴］
検察官が被疑者について裁判を求める手続です。

［裁判の準備］
充実した裁判を迅

じんそく
速に行うために、裁

さいばんかん
判官、検察官、弁

べ ん ご に ん
護人が、

前もって打ち合わせをし、審
し ん り

理計画を立てます。

［裁
さいばんいん

判員を選ぶ］
裁判員は６人、裁判官は３人です。

ただし、裁判員４人、裁判官１人の場合もあります。

［裁判を行う］
　検察官の起訴状読上げなどが行われる「冒

ぼうとうてつづき
頭手続」から参加し、

法
ほうてい

廷で検察官が提出する証拠を調べたり、証人の話を聞いたりします。
検察官の「論

ろんこくきゅうけい
告求刑」や弁護人の「弁

べんろん
論」を聞いたりもします。

［評
ひょうぎ

議・評
ひょうけつ

決］（非公開）
裁判員と裁判官とで話し合い、有罪・無罪や刑の内容を決めます。

［判決］
裁判員同席の上、法廷で裁判長が判決を言い渡します。

裁判員が参加する仕事

Q1
A

Q2
A

Q3
A

Q4
A

Q5
A

1,110件

690件

322件

罪名別に見た対象事件数（平成17年）　　　　　　　　　　　　 総数3,629件
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100（件数が多いもの3件）

強盗致傷

殺人

現住建造物等放火

裁判官3人 裁判員6人

&
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　連携リーダー
【
組
合
の
概
要
】

　

千
葉
銀
座
商
店
街
振
興
組
合
は
、
千

葉
県
庁
と
Ｊ
Ｒ
千
葉
駅
と
の
中
間
に
位

置
し
、
同
駅
よ
り
徒
歩
10
分
、
京
成
千

葉
中
央
駅
か
ら
約
3
分
の
商
業
地
区
中

心
地
に
あ
る
典
型
的
な
都
市
型
商
店
街

で
あ
る
。
設
立
も
昭
和
38
年
8
月
と
古

く
か
ら
法
人
化
し
、
長
年
に
亘
り
活
発

な
商
店
街
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
現

在
も
販
売
促
進
事
業
、
イ
ベ
ン
ト
事
業

を
中
心
に
活
発
に
活
動
を
し
て
い
る
。

商
店
街
の
衰
退
が
叫
ば
れ
る
中
、
千
葉

県
下
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
元
気
の
あ

る
商
店
街
で
あ
る
。
現
在
「
平
成
19
年

度
千
葉
県
み
ん
な
で
つ
く
る
商
店
街
モ

デ
ル
事
業
」
実
施
中
。

【
理
事
長
会
社
概
要
】

　

福
井
理
事
長
は
、
有
限
会
社
福
井
商

店
２
代
目
で
あ
る
。
千
葉
名
産
「
与
三

郎
の
豆
」
と
い
う
と
ご
存
知
の
方
も
多

い
と
思
う
が
、
千
葉
県
産
落
花
生
加
工

販
売
、
千
葉
県
産
品
の
販
売
を
し
て
い

る
会
社
で
あ
る
。
創
業
者
は
、
お
父
様

の
兄
、
つ
ま
り
伯
父
で
昭
和
24
年 

千
葉

市
吾
妻
町
（
現
中
央
区
中
央
）
に
総
三

郎
海
苔
店
と
し
て
、
千
葉
沿
岸
乾
海
苔

の
買
付
及
び
卸
小
売
を
開
業
し
た
。
当

時
は
兄
弟
で
経
営
し
て
お
り
、
翌
25
年

に
隣
接
し
て
与
三
郎
豆
店
と
し
て
千
葉

近
在
の
落
花
生
の
買
付
並
び
に
加
工
卸

【
福
井
晶
一
理
事
長
の
横
顔
】

　

福
井
理
事
長
は
、
現
在
千
葉
県
観
光

土
産
品
連
盟
の
副
会
長
で
、
不
法
表
示
、

上
げ
底
等
不
適
切
な
包
装
を
排
除
す
る

運
動
を
し
て
い
る
。「
与
三
郎
の
豆
」
は

創
業
以
来
、
県・

・

・
産
品
に
こ
だ
わ
っ
て
加

工
、
販
売
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
地
元

商
店
街
の
会
合
や
活
動
に
は
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
参
加
し
て
お
り
、
お

祭
好
き
、
世
話
好
き
の
人
柄
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
他
に
千
葉
市
中
心
市

街
地
活
性
化
協
議
会
委
員
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
肩
書
き
を
お
持
ち
で
あ
る
。

　

趣
味
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
バ
ン
ド
と

油
絵
と
の
こ
と
、
バ
ン
ド
は
、
学
生
時

代
か
ら
ド
ラ
ム
ス
を
担
当
し
て
お
り
、

商
店
街
イ
ベ
ン
ト
で
演
奏
す
る
と
か
？

座
右
の
銘
は
「
何
は
な
く
と
も
カ
ラ
元

気
」。
昭
和
55
年
税
務
署
よ
り
優
良
申

告
法
人
と
し
て
表
彰
さ
れ
、
千
葉
東
優

申
会
の
会
員
で
も
あ
る
。

千葉銀座商店街振興組合　　福井晶一理事長

展
開
し
て
い
る
。

　

直
営
店
は
、
千
葉
銀
座
通
り
の
本
店

の
他
、
そ
ご
う
千
葉
店
、
三
越
千
葉
店
、

そ
ご
う
柏
店
、
高
島
屋
柏
店
、
船
橋
東

武
店
、
千
葉
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、

フ
ー
ド
メ
ゾ
ン
お
お
た
か
の
森
高
島
屋

店
の
計
8
店
舗
。
そ
し
て
卸
取
引
先
は
、

船
橋
西
武
、
Ｊ
Ｒ
東
海
高
島
屋
、
稲
毛

サ
テ
ィ
、
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
海
ほ
た
る
、

成
田
ボ
ン
ベ
ル
タ
、
浜
松
遠
鉄
百
貨
店
、

そ
ご
う
心
斎
橋
本
店 

他
。

中
心
市
街
地
で

　
　

ふ
れ
あ
い
街
づ
く
り

小
売
を
開
業
。「
与
三
郎
」
の

由
来
は
、
こ
の
時
か
ら
で
、

歌
舞
伎
通
だ
っ
た
伯
父
が
千

葉
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
「
与

三
郎
」
を
選
択
、
総
三
郎
海

苔
店
と
与
三
郎
豆
店
で
語
呂

が
い
い
と
い
う
こ
と
で
採
用

さ
れ
た
。
お
店
の
方
は
28
年

に
合
併
し
、
有
限
会
社
福
井

商
店
と
な
っ
た
。
以
来
「
与

三
郎
の
豆
」
を
中
心
に
事
業

千葉銀座商店街振興組合
所 在 地　千葉市中央区中央2-5-1
代 表 者　福井　晶一
組合員数　９８名　出資金　1050万円
職 員 数　1名

◎
ふ
く
い
・
し
ょ
う
い
ち　

昭
和
55
年
3
月
日
本
大
学
商

学
部
卒
業
。
大
手
レ
コ
ー
ド
会
社
を
経
て
、
昭
和
58
年
福

井
商
店
入
社
。
平
成
11
年
代
表
取
締
役
。
平
成
18
年
千
葉

銀
座
商
店
街
振
興
組
合
理
事
長
。
51
歳
。
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■
味
噌
製
造
業	
【
県
内
全
域
】

　

全
国
団
体
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

原
油
、
原
材
料
価
格
上
昇
に
よ
り
、

収
益
を
「
大
き
く
圧
迫・や
や
圧
迫
」

の
合
計
が
１
０
０
％
で
、「
影
響
は

ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
回
答
は
ゼ

ロ
で
あ
っ
た
。

■
シ
ャ
ツ
製
造
業【

千
葉
県
・
東
京
都
】

　

冬
物
衣
料
が
動
き
出
し
、
受
注

が
活
発
に
な
っ
た
。
し
か
し
先
の
見

通
し
は
あ
ま
り
良
く
な
い
感
じ
で

あ
る
。

■
製
材
業	

【
県
内
全
域
】

　

６
月
に
改
正
建
築
基
準
法
が
施

工
さ
れ
、
末
端
に
お
け
る
制
度
変

更
へ
の
戸
惑
い
が
影
響
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

■
印
刷	

【
千
葉
市
】

　

７
月
～
９
月
の
仕
事
量
は
激
減

（
10
％
く
ら
い
）。
用
紙
・
イ
ン
キ
等

の
値
上
げ
も
浸
透
。
県
内
の
仕
事

は
使
用
量
も
少
な
い
の
で
の
み
込
ん

で
い
る
。

■
生
コ
ン
製
造	

【
県
内
全
域
】

　

前
年
比
で
８
４・９
％
と
大
幅
に

減
少
。
４
月
～
８
月
で
も
前
年
比

９
４・
８
％
と
悪
化
。
ト
ー
タ
ル
と

し
て
み
て
も
前
年
を
大
き
く
下
回

る
見
込
み
。

■
電
気
鍍
金	

【
県
内
全
域
】

　

受
注
量
は
多
少
増
加
と
な
っ
て

い
る
が
、
材
料
費
の
値
上
り
分
が
加

工
費
に
転
化
が
で
き
な
い
。
ま
た
８

月
は
稼
働
日
数
が
少
な
い
た
め
に
、

収
益
減
に
な
っ
た
。

■
鉄
工	

【
千
葉
市
】

　

特
段
変
化
無
く
推
移
中
な
が
ら
、

人
手
不
足
感
の
顕
在
化
傾
向
が
見

ら
れ
る
。

■
機
械
部
品
製
造
業	

【
野
田
市
】

　

材
料
高
騰
に
よ
る
製
品
へ
の
価

格
転
嫁
が
や
っ
と
の
こ
と
で
、
運
搬

経
費
等
の
転
嫁
ま
で
に
は
至
っ
て
い

な
い
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
。
収

益
状
況
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状

況
で
あ
る
。

■
土
砂
採
取
業
・
採
石
業【

県
内
全
域
】

　

羽
田
空
港
拡
張
事
業
に
伴
い
千

葉
県
中
部
地
区
の
砂
利
採
取
企
業

の
業
績
は
回
復
し
つ
つ
あ
る
が
、
ダ

ン
プ
カ
ー
業
者
は
、
燃
料
単
価
の
高

騰
に
よ
り
悪
影
響
が
出
て
い
る
。

■
石
油
製
品
製
造
業
【
富
津
市・他
】

　

若
干
の
上
向
き
傾
向
は
あ
る
も

の
の
、
さ
し
た
る
変
化
は
無
い
。

■
食
肉
卸
売
業	

【
県
内
全
域
】

　

原
油
高
騰
に
よ
る
経
費
高
で

困
っ
て
い
る
。

■
建
築
材
料
卸
売	

【
県
内
全
域
】

　

横
ば
い
か
ら
最
近
再
び
低
下
気

配
あ
り
。

■
自
動
車
解
体
業	

【
県
内
全
域
】

　

廃
車
の
発
生
が
極
端
に
落
ち
込

ん
で
い
る
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
市
況
は
強

含
み
推
移
を
続
け
て
い
る
も
の
の
、

リ
サ
イ
ク
ル
部
品
の
販
売
が
思
わ

し
く
な
く
業
界
全
体
と
し
て
は
好

況
感
は
全
く
無
い
。

■
小
売	

【
柏
市
】

　

残
暑
が
厳
し
く
、
秋
冬
物
に
変

わ
っ
た
店
頭
商
品
の
動
き
は
良
く

な
い
。
下
旬
に
入
り
や
や
好
転
し
た

も
の
の
、
前
年
数
字
に
は
至
っ
て
い

な
い
。

■
小
売	
【
東
金
市
】

　

暑
さ
が
続
き
、
秋
物
の
動
き
が

鈍
か
っ
た
。
敬
老
の
日
商
品
の
動
き

は
多
少
あ
っ
た
。
今
年
は
秋
と
い
う

季
節
品
が
無
く
な
り
、
い
き
な
り

冬
物
に
な
り
そ
う
。

な
い
。
こ
ん
な
に
農
機
の
秋
需
で
落

ち
込
ん
だ
年
は
無
い
。

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス	

【
習
志
野
市
】

　

前
月
（
８
月
）
比
は
、
マ
イ
ナ
ス

４
％
、
前
年
同
月
比
は
、
プ
ラ
ス

６
％
、
９
月
1
日
よ
り
10
％
の
単

価
ア
ッ
プ
の
実
施
。

■
建
設
揚
重	

【
県
内
全
域
】

　

稼
働
率
は
若
干
持
ち
直
し
、
料

金
の
上
昇
難
、
燃
料
費
が
上
昇
傾

向
に
あ
り
、
採
算
の
悪
化
が
心
配

さ
れ
る
。

■
学
習
塾	

【
県
内
全
域
】

　

夏
期
講
習
が
終
了
し
、
平
常
の

状
況
に
戻
っ
た
。

■
遊
覧
船	

【
鴨
川
市
】

　

台
風
等
の
要
因
が
あ
り
、
欠
航

回
数
の
変
動
に
よ
り
乗
船
客
が
変

わ
る
。

■
一
般
廃
棄
物
処
理
業	

【
千
葉
市
】

　

先
月
に
比
べ
る
と
仕
事
量
が
増

え
、
売
上
げ
は
増
加
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

■
建
設	

【
県
内
全
域
】

　

当
連
合
会
加
入
組
合
員
の
国
、

県
、
市
町
村
か
ら
の
受
注
は

８
、１
０
２
百
万
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
前
月
比
で
は
、
２
、７
４
２
百
万

大
幅
な
増
加
と
な
っ
た
。

■
小
売	

【
野
田
市
】	

　

９
月
中
旬
過
ぎ
ま
で
夏
日
が
続

き
、
秋
物
衣
料
が
伸
び
悩
ん
だ
が
、

下
旬
に
気
温
が
下
が
っ
て
か
ら
、
盛

り
返
し
が
見
ら
れ
る
。

■
小
売	

【
大
網
白
里
町
】

　

原
材
料
費
の
値
上
げ
傾
向
を
販

売
価
格
に
転
嫁
出
来
な
い
。
中
小

小
売
業
と
し
て
は
、
緩
や
か
に
景

気
後
退
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
懸
念
も
。

■
電
気
機
器
小
売	

【
県
内
全
域
】

　

９
月
は
猛
暑
の
続
き
で
エ
ア
コ
ン

は
前
半
好
調
。
９
月
ま
で
の
不
調

取
り
返
す
。
通
期
で
前
年
よ
り
や

や
好
調
。

　

そ
の
他
例
年
並
み
。

■
中
古
車
仕
入・販
売
【
県
内
全
域
】

　

直
販
手
ご
た
え
不
足
感
が
あ
り
、

先
行
き
不
安
感
が
増
幅
。
積
極
攻

勢
は
仕
掛
け
に
く
く
、
心
理
的
圧

迫
感
は
予
想
以
上
に
大
き
く
厳
し

い
。

■
農
業
機
械
販
売
整
備【

県
内
全
域
】

　

農
水
省
の
調
査
で
は
全
国
米
販

売
農
家
は
１
８
８
万
戸
、
就
業
人

口
は
３
２
３
万
人
で
、
そ
の
内
の

43
％
が
70
歳
以
上
。
ロ
ー
ン
は
出
来

景　　況■
情
報
連
絡
員
報
告
を
中
心
と
し
た

県
内
の
中
小
企
業
動
向

＆
ト
ピ
ッ
ク
ス
・
９
月
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　お知らせ
　　

平
成
19
年
11
月
21
日
現
在
で
「
平
成

19
年
全
国
物
価
統
計
調
査
」
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

　

11
月
上
旬
か
ら
、
各
調
査
店
舗
へ
千

葉
県
知
事
が
任
命
し
た
調
査
員
が
「
調

査
員
証
」
を
携
行
し
て
調
査
票
の
配
布

と
記
入
依
頼
に
お
伺
い
し
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
問
合
せ
〉

千
葉
県
総
合
企
画
部
統
計
課

統
計
調
査
室
経
済
担
当
グ
ル
ー
プ

電
話
０
４
３
‐
２
２
３
‐
２
２
３
０

　
　

　

商
標
制
度
が
改
正
さ
れ
、
平
成
18
年

4
月
1
日
よ
り
地
域
団
体
商
標
制
度
、

そ
し
て
平
成
19
年
4
月
1
日
よ
り
小
売

等
役
務
商
標
制
度
と
、
2
年
続
け
て
新

た
な
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
団
体
商
標
制
度
は
、
地
域
名
と

商
品
名
等
か
ら
な
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の

保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
に
よ
り
地
域

の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
、
地
域
の
事

業
者
団
体
に
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で

す
。
ま
た
、小
売
等
役
務
商
標
制
度
は
、

小
売
業
者
や
卸
売
業
者
が
商
品
の
販
売

を
す
る
際
に
行
う
総
合
的
な
サ
ー
ビ
ス

活
動
に
使
用
す
る
商
標
を
サ
ー
ビ
ス

マ
ー
ク
と
し
て
保
護
す
る
も
の
で
す
。

両
制
度
は
す
で
に
運
用
が
開
始
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
ユ
ー
ザ
ー
の
方
々
の
理

解
を
深
め
、
制
度
が
円
滑
に
進
め
ら
れ

る
よ
う
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
「
地
域

団
体
商
標
制
度
」
及
び
「
小
売
等
役
務

商
標
制
度
」
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。参
加
費
は
無
料
で
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
奮
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

日
時　

11
月
28
日
（
水
）
午
後
1
時
～

場
所　

千
葉
商
工
会
議
所
12
階

問
合
せ　
（
社
）
発
明
協
会
千
葉
支
部

電
話　

０
４
３
‐
２
２
７
‐
０
６
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
３
‐
２
２
７
‐
０
６
５
２

　　

千
葉
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す
べ
て

の
労
働
者
（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
等

を
含
む
。）
及
び
、
そ
の
使
用
者
に
適

用
さ
れ
る
地
域
別
最
低
賃
金
「
千
葉
県

最
低
賃
金
」
が
平
成
19
年
10
月
19
日
か

ら
時
間
額
７
０
６
円
（
従
来
は
６
８
７

円
）
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
千
葉
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室
（
０
４
３
‐
２
２
１
‐

２
３
２
８
）
か
最
寄
の
労
働
基
準
監
督

署
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　

24
時
間
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

０
４
３
‐
２
２
１
‐
４
７
０
０

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

経
済
産
業
省
で
は
、
製
造
業
を
営
む

事
業
所
を
対
象
に
工
業
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
12

月
31
日
現
在
で
工
業
統
計
調
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
調
査
結
果
は
、
経
済
動
向

を
把
握
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
し
て

広
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
調
査
は
、

県
、市
区
町
村
を
通
じ
て
実
施
し
ま
す
が
、

今
年
も
調
査
員
が
「
調
査
表
を
携
行
し

て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

対　
　

象　

製
造
業
を
営
む
事
業
所

調
査
内
容　

 

従
業
者
数
、
製
造
品
出
荷

額
、
在
庫
額
、
原
材
料
使

用
額
な
ど

問
合
せ　

千
葉
県
総
合
企
画
部
統
計
課

電
話　

 
０
４
３
‐
２
２
３
‐
２
２
２
６
～
７

１
主
旨

　

将
来
に
わ
た
り
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
国
民
皆
保
険
を
維
持

し
つ
つ
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の

負
担
を
明
確
に
し
た
公
平
で
分
か
り
や

す
い
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

県
内
の
全
市
町
村
が
加
入
す
る
千
葉
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
、
運
営
主

体
と
し
て
医
療
給
付
や
保
険
事
業
等
を
行

い
ま
す
。
な
お
、
申
請
の
受
付
・
保
険
料

徴
収
に
つ
い
て
は
市
町
村
が
行
い
ま
す
。

２
制
度
開
始
時
期

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら

３
対
象
と
な
る
方

　

75
歳
以
上
（
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
）

の
方
（
65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障
害

が
あ
り
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た

方
）
※
他
の
保
険
制
度
か
ら
抜
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

４
制
度
の
内
容

⑴ 

医
者
に
か
か
っ
た
と
き
の
自
己
負
担

は
今
ま
で
と
同
じ
で
す
。

　

・
一
般
の
方
：
1
割
負
担
で
す
。

　

・ 

現
役
並
み
所
得
の
方
：
３
割
負
担

で
す
。

⑵
保
険
料
負
担

　

・ 

75
歳
以
上
の
す
べ
て
の
方
（
一
定

の
障
害
の
あ
る
方
は
65
歳
以
上
）

に
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

・ 

原
則
と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
し

ま
す
。

　

・ 

保
険
料
（
均
等
割
額
、所
得
割
額
）

は
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
定
め
ま
す
。

　

・ 

所
得
の
低
い
方
、
被
用
者
保
険
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
に
は
保
険

料
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

⑶ 

新
し
い
被
保
健
者
証
が
一
人
に
一
枚

交
付
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ

千
葉
県
健
康
福
祉
部
保
険
指
導
課
国
保

老
人
医
療
室

電
話　

０
４
３
‐
２
２
３
‐
２
４
５
３

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

電
話　

０
４
３
‐
３
０
８
‐
６
７
６
８

　

新
た
に
開
始
さ
れ
る
報
告
制
度
の
説

明
と
併
せ
て
電
子
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
制
度

の
普
及
促
進
を
図
る
た
め
、
左
記
の
と

お
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご

参
加
下
さ
る
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

日
時
①
平
成
19
年
11
月
22
日

　
　

②
平
成
19
年
12
月
7
日

場
所　

千
葉
市
総
合
保
険
医
療
セ
ン
タ
ー

内
容
①
産
業
廃
棄
物
管
理
票
制
度
に
つ

い
て
②
電
子
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
に
つ
い

て
③
そ
の
他

問
合
せ　

千
葉
市
環
境
局
環
境
管
理
部

産
業
廃
棄
物
指
導
課 

事
業
所
係

電
話
０
４
３
‐
２
４
５
‐
５
６
８
２

　

新
入
職
員
▽
池
澤
由
寿
…
連
携
支
援

部
主
事
、
官
公
需
を
担
当
し
ま
す
。
宜

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
▽
箱
崎
美
和
…

連
携
支
援
部
主
事
、
講
習
会
・
次
世
代

育
成
支
援
対
策
推
進
セ
ミ
ナ
ー
担
当
。

が
ん
ば
り
ま
す
。

全
国
物
価
統
計
調
査
に
御
協
力
を

「
地
域
団
体
商
標
制
度
」
及
び

「
小
売
等
役
務
商
標
制
度
」
説
明
会

「
千
葉
県
最
低
賃
金
改
正
」の
お
知
ら
せ

工
業
統
計
に
ご
協
力
を

高
齢
者
の
医
療
制
度
が
新
し
く
な
り
ま

す
。（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行
）

産
業
廃
棄
物
管
理
票
制
度
等
に
関
す
る

説
明
会
を
開
催
し
ま
す




